
利
用
し
ま
せ
ん
か

自
動
交
付
機

　

自
動
交
付
機
で
は
、
か
わ
ご
え

市
民
カ
ー
ド
と
暗
証
番
号
で
、
住

民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書

が
受
け
取
れ
ま
す
。
金
融
機
関
の

Ａ
Ｔ
Ｍ
と
同
様
の
仕
組
み
で
す
。

稼
働
時
間

平�

日
＝
午
前
8
時
30
分
～
午
後
7

時
土�

・
日
曜
日
、
祝
・
休
日
＝
午
前

8
時
30
分
～
午
後
5
時

＊
12
月
29
日
～
翌
年
1
月
3
日
は

稼
働
し
ま
せ
ん
。

設
置
場
所

　

市
役
所
本
庁
舎
一
階
・
南
連
絡

所
・
高
階
市
民
セ
ン
タ
ー
・
名
細

市
民
セ
ン
タ
ー
・
大
東
南
公
民
館
・

霞
ケ
関
北
出
張
所

●「
か
わ
ご
え
市
民
カ
ー
ド
」
は
、

お
持
ち
で
す
か
？

　

川
越
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外

国
人
登
録
を
し
て
い
る
15
歳
以
上

の
方（
成
年
被
後
見
人
を
除
く
）

は
、
市
民
課
・
出
張
所
・
連
絡
所

（
外
国
人
登
録
の
方
は
市
民
課
の

み
）で
、
作
成
で
き
ま
す
。

用
意
す
る
も
の

　

印
鑑（
実
印
）・
官
公
署
発
行
の

写
真
入
り
身
分
証
明
書（
運
転
免

許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）・
印

鑑
登
録
証（
お
持
ち
の
方
の
み
）

　

受
付
時
に
暗
証
番
号
を
登
録
す

る
と
、
当
日
に
カ
ー
ド
を
発
行
し

ま
す
。
暗
証
番
号
の
登
録
は
、
代

理
人
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

官
公
署
発
行
の
写
真
入
り
身
分

証
明
書
が
無
い
場
合
は
、
本
人
確

認
の
た
め
照
会
文
書
を
郵
送
し
ま

す
。
後
日
回
答
書
を
持
参
し
た
と

き
に
カ
ー
ド
を
発
行
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
市
民
課
窓
口
担
当

ＴＥＬ
2
2
4
︲
5
7
4
2

老
齢
年
金
受
給
者
に

源
泉
徴
収
票
を
送
付

　
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

が
、
老
齢
年
金（
国
民
年
金
・
厚

生
年
金
）を
受
け
て
い
る
方
へ
、

1
月
末
日
ま
で
に
届
く
よ
う
に
送

付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
源
泉
徴
収
票

は
、
確
定
申
告
を
す
る
際
に
添
付

書
類
と
し
て
必
要
で
す
。

　

な
お
、
遺
族
年
金
・
障
害
年
金

に
は
税
金
が
か
か
ら
な
い
た
め
、

源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ

ん
。

問�

い
合
わ
せ
…
市
民
課
国
民
年
金

担
当
・
ＴＥＬ
2
2
4
︲
5
7
6
4

学
校
給
食
材
料
納
入
業
者

登
録
申
請
の
受
け
付
け

　

登
録
期
間
は
、
平
成
22
年
4
月

か
ら
同
24
年
3
月
ま
で
で
す
。

受�

付
期
間
…
1
月
12
日
㈫
～
22
日

㈮
受�

付
場
所
…
学
校
給
食
課（
菅
間

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
内
）

提�

出
書
類
…
①
川
越
市
学
校
給
食

材
料
納
入
業
者
登
録
申
請
書
②

営
業
概
要
調
査
表
③
平
成
20
年

度
の
納
税
証
明
書
④
平
成
21
年

度
の
食
品
衛
生
監
視
票
ま
た
は

立
入
検
査
票
⑤
従
業
員
の
検
便

成
績
表（
Ｏ
︲
1
5
7
を
含
む

平
成
21
年
11
月
以
降
の
も
の
）

⑥
営
業
経
歴
書

＊
①
・
②
の
用
紙
は
学
校
給
食
課

で
配
布
し
ま
す
。

＊
③
は
、
市
内
業
者
の
場
合
は
法

人
市
民
税
ま
た
は
市
民
税
、
市
外

業
者
の
場
合
は
法
人
税
ま
た
は
所

得
税（
そ
の
１
）。

問
い
合
わ
せ
…
学
校
給
食
課

ＴＥＬ
2
2
3
︲
6
0
3
5

	広報川越№1213・2009.12.25	 川越市役所・TEL049−224−8811　http://www.city.kawagoe.saitama.jp/	 4

施設管理公社職員による公金詐取事件
市民活動支援課・TEL224－5705

事件の内容について
　11月25日、市の外郭団体である施設管理公社の男性

職員（45歳）による公金詐取事件が発覚しました。同公

社は、11月27日付けで当該職員を懲戒免職とし、現在、

川越警察署と告訴について協議しています。また当該職

員は、12月3日に詐取額全額と利息を弁済しました。

　同公社の報告によると、11月23日、当該職員の9月

分の給与支給明細欄に、30万円の不明金が計上されて

いることに他の職員が気付きました。25日に不明金の

説明を求めたところ、給与データを改ざんし、不当な給

与を得ていたことを認めました。その後、過去のデータ

などの確認により、平成19年11月から同21年11月ま

で、2年1か月の不正行為が判明しました。12月3日現在、

判明した被害総額は760万円です。

　当該職員は、平成19年8月から同公社職員の給与支

給事務に携わっていました。詐取の方法は、金融機関に

渡す給与データを改ざんし、振り込みが終了した後、デ

ータを元に戻し、書類上の数値を合致させるものでした。

原因は、複数の担当者で金額のチェックを行うべきとこ

ろを、事実上当該職員1人に事務を任せていたことです。

　今後は、公金を取り扱う際のチェック体制を強化し、

再発防止に努めるのはもちろんのこと、職員には綱紀粛

正を再度徹底していきます。

市の対応について
　市は、市の文化施設などの指定管理者である施設管理

公社に対して、指導などを行う責務を有します。この事

件は、市の外郭団体および市に対する市民の皆さんの信

用を著しく失墜させたものであり、深く反省するととも

に心よりおわびします。このような事件が二度と起こら

ないよう、市は同公社に対して、12月1日付けでこの

事件に関する指示をしました。また同日付けで、市職員

および他の外郭団体に対しても、適正な事務処理および

厳正な財務処理の徹底と、現金等の取り扱いの厳格化に

ついて指示をしました。
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個人住民税の税制改正
■住民税の住宅ローン控除の対象となる期間が拡大し、同控除の申告が原則不要になります
　対象
　 　平成11年から同18年末までに入居した方に加え、同21年から同25年末までに入居し、所得税の住宅

ローン控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない金額がある方も対象になりました。
　＊前年分（平成21年分以降）の所得税の住宅ローン控除を受けた方で、住宅ローン控除可能額が所得税額

　より大きく、控除しきれなかった場合、平成22年度以降の住民税の所得割額から控除できます。

　申告
　　所得税の住宅ローン控除適用がある方は、平成22年度以降、住民税の申告は不要です。
■寄付金が控除の対象になります
　　平成22年度から、市または県が条例で指定した寄付金は、市民税または県民税の控除対象となります。

■上場株式等の配当等は、課税方法を選択できるようになります
　�　平成22年度から、上場株式等の配当に係る配当所得は、「総合課税」のほかに「申告分離課税」を選択

できるようになりました。

　総合課税＝配当控除あり（上場株式等の配当所得を上場株式等の譲渡損失と損益通算できない）
　申告分離課税＝配当控除なし（上場株式等の配当所得を上場株式等の譲渡損失と損益通算できる）
問�い合わせ…市民税課個人住民税担当・TEL224－5640

〜ひとくち情報〜　ミニ・インフォメーション　〜ひとくち情報〜

●長寿医療（後期高齢者医療）制度の高額医療・高額介護合算制度のお知らせ　医療助成課・TEL224−5842
　対象となる方への支給申請のお知らせは、12月に送付する予定でしたが、2月以降に変更になります。
●年末の可燃ごみ収集日　資源循環推進課・TEL224−5908
　今年は、月・木コース＝12月28日㈪、火・金コース＝12月29日㈫までです。
●不用品交換情報登録制度を利用しませんか　資源循環推進課・TEL224−5908
　 12月10日現在、「譲ります」＝木製二段ベッド・電気かき氷器・ズボンプレッサー・電気コタツなど、「譲ってください」＝管楽器・
女の子の服・子供用自転車・液晶テレビなど、が登録されています。

●都市計画審議会　都市計画課・TEL224−5945
　 川越都市計画生産緑地地区の変更について。1月18日㈪、午後2時〜。本庁舎7階第5委員会室。傍聴は先着5人。当日直接会場。
●要介護の方に障害者控除対象者認定書の申請書を郵送します　高齢者いきがい課・TEL224−5809
　 要介護認定を受けていて障害者手帳などを持っていない65歳以上の方またはその扶養者に、所得税・住民税申告の際に所得控除
を受けることができる障害者控除対象者認定書の申請書を郵送します。

●停電のため、市ホームページが見られなくなります　情報統計課・TEL224−5561
　12月29日㈫、午前7時〜午後5時ごろまで、電気設備の点検による庁舎停電のため、市ホームページは閲覧できません。
●みんなの学校給食　学校給食課・TEL223−6035
　 学校給食のパネル展示・レシピの配布など。1月25日㈪〜29日㈮、午前8時30分〜午後5時。本庁舎1階ロビー。当日直接会場。
●飲酒運転は絶対にやめましょう　安全安心生活課・TEL224−5721
　 年末年始は飲酒の機会が増えます。飲酒運転は悲惨な重大事故を引き起こす可能性が高い、悪質な犯罪です。家庭・職場・飲食
店で「しない、させない、ゆるさない」を合言葉に、一人ひとりが積極的に飲酒運転の撲滅に取り組みましょう。

●交通遺児等援護金　安全安心生活課・TEL224−5721▶埼玉県交通安全対策協議会・TEL048−830−2958
　 同協議会では、県民を対象に交通遺児等援護金を給付しています。
●コミュニティ助成事業　市民活動支援課・TEL224−5705
　 武蔵野自治会では、㈶自治総合センターが実施している平成21年度宝くじ助成を受けて、太鼓・みこしなどを購入しました。コ
ミュニティ助成事業では、自治会活動に必要な施設や設備に対する助成をしています。

●求人企業合同面接会　埼玉県雇用対策協議会・TEL048−647−4185
　 30社が参加予定。2月19日㈮、午後１時〜４時。大宮ソニックシティ（さいたま市）。3月に大学・短大・専門学校などを卒業見
込み（卒業後3年以内も可）。履歴書を持参し、当日直接会場。

●特別支援学校職業教育フェア　同実行委員会事務局（県立大宮北特別支援学校）・TEL048−622−7111
　 1月22日㈮、正午〜午後５時▶23日㈯、午前10時〜午後3時45分。コルソ（さいたま市）。生徒が作成した製品の展示と販売など。
23日のみマッサージ実演体験。当日直接会場。

●訂正　広報川越№1211・12ページ・「シニア料理教室」❷の締め切り日　中央公民館・TEL222−1394
　誤＝2月5日㈮　正＝1月15日㈮。ご迷惑をおかけしました。


